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 BEPS 2.0 「グローバルミニマム課税（最低税率15%）」の導入決定 

 
お客様各位 
 
新年明けましておめでとうございます。本年も引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。 

昨年末、かねてからタイ政府により法施行に向け議論が重ねられてきました、BEPS 2.0における 
第2の柱「グローバルミニマム課税（最低税率15%）」が、12月25日発行の官報（Royal Gazette）に緊急政
令として掲載されましたのでお知らせいたします。 

Ⅰ. 「グローバルミニマム課税」とは 

「グローバルミニマム課税」とは、連結売上高が7億5千万ユーロ以上（280億バーツ以上）の多国籍企業グループ
に適用される新しい税制です。当該企業グループが所在する国ごとに実効税率の判定を行い、その実効税率が最
低税率として設定された「15％」に満たない場合には、満たない部分の所得を最終親会社側で課税するという制度
です。これにより軽課税国に利益が移転されることを防ぎ、公平な競争環境を確保するための仕組みです。例えば、
日本に最終親会社を持つタイ子会社がBOIなどの優遇税制を受けた結果、実効税率（原則として当期税金費用
及び繰延税金費用÷税引前利益）が12%であった場合、その下回る部分の3％（15％に達するまでの金額）相
当額を最終親会社の所得に上乗せし、日本で課税（トップアップ税）が行われます。 

OECDのBEPS包括的枠組みの参加国は、OECDのモデルルールをもとに各国で法整備を進めており、日本では
2024年4月1日以後に開始する事業年度から適用開始しており、日本から遅れること約1年、タイにおいても2025

年1月1日以後開始事業年度から適用開始されることになりました。 

 



Ⅱ. 具体的な内容 

今回の緊急政令では、OECDのモデルルールに沿った下表の3つのルールが定められることが明記されています。ま
た、申告要件（納税者が最初の報告対象となる事業年度の終了日から18か月以内に申告し、トップアップ税を支
払うことを求める）などの行政事項の詳細も含まれています。 

IIR 

所得合算ルール 

軽課税国の子会社等にかかる実効税率と最低税率
（15％）の差をトップアップ税として課税 

UTPR 

軽課税所得ルール 

IIRによる課税が十分に実施できない場合、経済実体が
ある関係会社の所在国で課税 

QDMTT 

適格国内ミニマムトップアップ税 

自国に所在する事業体の税負担が最低税率（15％）
に至るまで課税 

 

IIRは親会社で課税する仕組みですので、本緊急政令で影響があるのはタイに最終親会社が所在する企業グルー
プになります。在タイ日系企業に影響があるのはQDMTTです。QDMTTは上記Ⅰの例示でタイ子会社グループで合
算し計算した実効税率が15％を下回った場合、親会社が所在する日本ではなく、タイで下回った部分を納税する
仕組みです。 

タイ子会社が連結グループ売上高が280億バーツ以上の企業グループに属している場合、今後具体的に対応すべ
きことは、タイ法人の実効税率が最低税率15％に達しているかどうかを計算し、計算結果に応じてタイ歳入局に対
し、不足税額の申告・納付、通知等が必要になります。また、この計算は「国ごと」に行う必要があります。タイに複数
の子会社がある場合には、すべての子会社の数値を合算して実効税率が最低税率15％に達しているかどうかを計
算する必要があるため、計算がより煩雑になることが想定されます。また、投資奨励法（BOI）等の軽減税率を適
用しておらずタイ法人税の法定税率の20％を適用している会社であっても、実効税率が最低税率を超えていること
を確認し、タイ歳入局に通知する必要があるため、多くの在タイ日系企業の皆様の事務負担が増えることになりま
す。 

  

KPMGのコメント 

タイに先立って、日本では2024年4月1日以後に開始する事業年度から「グローバルミニマム課税」が適用開始され
ております。したがって、すでに日本の法令に基づいたグローバルミニマム課税対応をされている在タイ日系企業もある
かと思いますが、2025年度以降は日本およびタイの両国の法令に基づいた対応（特にタイにおけるQDMTTへの
対応）が必要になってきますので、以下のような手順での準備が必要です。 



• タイ子会社が連結グループ売上高280億バーツ以上の企業グループに属しているか否かの確認 

• 日本のグローバルミニマム課税対応についてタイ子会社で対応しなければならないことの確認 

• タイ子会社グループ単位での実効税率の確認 

• タイ子会社グループ単位でのタイ歳入局向け財務開示要求内容、報告書記載内容の確認 

詳細な対応方法については明らかになっておりませんが、今後コンプライアンス違反とならないためにも、外部の専門
家を活用しながら、本グローバルミニマム課税対応を進めていくことを推奨します。なお、今後公表されるであろう詳細
の内容もカバーしたグローバルミニマム課税に関するセミナーを2025年初旬に開催予定です。その際には多くの方とお
目にかかれますことを心待ちにしております。 
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